
●4

第1258号  平成23年（2011年）7月1日凡例　a日時 b会場 c集合時間・場所 d内容 e講師 f対象・資格 g定員 h費用 i持ち物 jその他 k申込方法 l問合せ先

お知らせします　ＱＲコードを読み取って空メールを送信してください。　 

 
■
日
野
市
町
名
地
番
整
理
審
議
会
市

民
委
員
を
募
集

a
任
期
…
９
月
１
日
～
平
成　

年
８

２５

月　

日
f　

歳
以
上
の
市
内
に
住
民

３１

２０

登
録
ま
た
は
１
年
以
上
外
国
人
登
録

し
て
い
る
方
で
、
積
極
的
に
関
与
す

る
意
思
の
あ
る
方
※
現
在
、
他
の
審

議
会
な
ど
の
委
員
に
な
っ
て
い
る
方

を
除
く
g
３
人
k
７
月　

日
㈭
ま
で

２１

に
郵
送
で
。
Ａ
４
版
程
度
の
書
面

に
、
応
募
理
由
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
生
年
月
日
、
性
別
、
職
業
、
居

住
年
数
、
電
話
番
号
お
よ
び
そ
の
他

の
連
絡
先
を
記
入
l
〒　

們
８
６
８

１９１

６
日
野
市
役
所
都
市
計
画
課

 
■
高
齢
者
入
院
見
舞
金
支
給
制
度

a
申
請
時
期
…
入
院
期
間
が
７
日
を

過
ぎ
た
日
以
降
※
８
日
目
か
ら
申
請

可
d
支
給
金
額
…
入
院
期
間
が
７
日

以
上
で
一
律
５
千
円
※
年
度
内
１
回

限
り
の
支
給
f　

歳
以
上
で
、
入
院

７０

期
間
が
継
続
し
て
７
日
以
上
に
な
る

方
※
生
活
保
護
受
給
者
、
中
国
残
留

邦
人
支
援
法
の
支
援
給
付
を
受
け
て

い
る
方
を
除
く
。
介
護
保
険
に
よ
る

入
院
・
入
所
を
除
く
i
入
院
日
数
が

確
認
で
き
る
も
の
（
入
院
費
領
収
書

な
ど
）、
印
鑑
、
口
座
番
号
な
ど
の
確

認
が
で
き
る
も
の
k
次
の
事
由
（
①

退
院
し
た
②
入
院
中
に
転
出
し
た
③

入
院
中
に
３
月　

日
に
な
っ
た
）
の

３１

い
ず
れ
か
最
初
に
該
当
し
た
日
の
翌

日
か
ら
１
年
以
内
に
、
本
人
ま
た
は

家
族
（
代
理
人
）
が
市
役
所
２
階
保

険
年
金
課
へ
l
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係

■
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
に
ご
協

力
を

b
立
川
献
血
ル
ー
ム
（
立
川
モ
デ
ィ

地
下
１
階
※
常
設
）
j
７
月　

日
㈫

１２

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

福
　
祉

福
　
祉

午
前　

時
～
午
後
４
時
は
市
役
所
東

１０

側
市
民
駐
車
場
で
も
実
施
l
東
京
都

西
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
（
緯　

・
５２９

０
４
０
５
）、
市
福
祉
政
策
課
内
献

血
推
進
協
議
会
事
務
局

■
障
害
者
福
祉
人
材
育
成
事
業

▼
相
談
援
助
技
術
研
修
～
面
接
技
術

…
a
７
月　

日
㈫
午
後
６
時　

分
～

１２

３０

８
時　

分
b
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー

３０

e
松
坂
彰
子
氏
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
セ
ン
タ
ー
う
ぃ
ず
管
理
責
任

者
）な
ど

g　

人
h　

円
k
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
。

４０

１００

氏
名
、
連
絡
先
を
記
入

▼
精
神
障
害
者
福
祉
施
設
現
場
学
習

会
…
a
７
月　

日
㈬
・　

日
㈭
午
前

２０

２１

９
時　

分
～
午
後
５
時
※
ど
ち
ら
か

３０

１
日
b
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、

ゆ
う
き
、
た
ん
ぽ
ぽ
の
家
k
電
話

　

い
ず
れ
も
f
障
害
福
祉
関
連
の
仕

事
を
し
て
い
る
市
内
在
住
、
在
勤
者

l
（
社
福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ
ぽ
の

会
（
緯　

・
７
２
９
９
思　

・
７
２

５９９

５９９

０
３
）、
市
障
害
福
祉
課

■
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

a
７
月　

日
㈬
午
後
１
時　

分
～
３

１３

３０

時
b
勤
労
・
青
年
会
館
d
認
知
症
の

基
礎
知
識
、
質
疑
応
答
g
先
着　

人
２０

k
７
月
１
日
㈮
か
ら
電
話
l
勤
労
・

青
年
会
館
（
緯　

・
６
２
５
１
）

５８６

■
福
祉
大
会

a
７
月　

日
㈮
午
前
９
時　

分
～
午

１５

３０

後
３
時　

分
b
ひ
の
煉
瓦
ホ
ー
ル

３０

（
市
民
会
館
）
※
直
接
会
場
へ
d
式

典
、
日
野
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
会

員
に
よ
る
唄
や
踊
り
l
高
齢
福
祉
課

福
祉
係

■
講
演
会
～
認
知
症
の
人
と
家
族
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
日
野
を
つ
く
ろ

う
！

　

い
く
つ

に
な
っ
て

も
、
住
み

慣
れ
た
日

野
で
暮
ら

し
た
い
。

そ
ん
な
思
い
を
か
な
え
る
た
め
に
、

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
一
緒
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

講
師
は
、
豊
富
な
経
験
と
や
わ
ら

か
な
語
り
口
で
定
評
の
あ
る
認
知
症

対
策
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
下
垣
光
氏

を
お
招
き
し
ま
す
。

a
７
月　

日
㈮
午
後
２
時
～
４
時　

２２

３０

分
b
ひ
の
煉
瓦
ホ
ー
ル（
市
民
会
館
）

e
下
垣
光
氏
（
日
本
社
会
事
業
大
学

准
教
授
）
g　

人
k
７
月　

日
㈮
ま

２００

１５

で
に
電
話
l
高
齢
福
祉
課

■
市
立
や
ま
ば
と
～
ス
ポ
ー
ツ
吹
き

矢a
７
月　

日
㈮
午
前
９
時　

分
～　

２２

３０

１１

時　

分
b
市
立
や
ま
ば
と
地
域
活
動

３０
支
援
セ
ン
タ
ー
f
市
内
在
住
で
身
体

・
知
的
障
害
の
あ
る　

～　

歳
の
方

１８

６４

※
車
イ
ス
可
j
障
害
者
送
迎
あ
り
※

　

日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み
k
電
話
l

１２市
立
や
ま
ば
と
（
緯　
・
３
４
０
０
）

５８２

 
■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
案

内
説
明
会

a
７
月　

日
㈫
午
前　

時
か
ら
b
生

１２

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
d
事
業
紹
介
、

概
要
説
明
f　

歳
以
上
の
方
l
日
野

６０

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー（
緯　
・
５８１

８
１
７
１
）

■
若
者
の
就
職
面
接
会
を
開
催

　

正
社
員
を
募
集
し
て
い
る
企
業
約

　

社
が
参
加
予
定
。
大
学
卒
業
後
、

１０就
職
経
験
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

a
７
月　

日
㈮
午
後
１
時
～
４
時
b

１５

学
園
都
市
セ
ン
タ
ー
（
八
王
子
市
）

※
直
接
会
場
へ
f　

歳
以
下
の
方
i

３９

履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
を
数
通
l
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
（
緯　

・　

・

０４２

６４８

８
６
３
４
）

■
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
の
就
業
支

援▼　

～　

歳
対
象
～
実
践
！
採
用
さ

３０

５４

れ
る
た
め
の
応
募
書
類
＆
面
接
対
策

講
座
a
７
月　

日
㈬
▼
団
塊
の
世
代

１３

対
象
～
定
年
退
職
後
の
働
き
方
を
考

働
　
く

働
　
く

え
る
▼　

歳
以
上
対
象
～
自
分
を
生

５５

か
す
！
再
就
職
対
策
講
座
▼　

歳
以

５５

上
対
象
～
高
年
齢
者
の
た
め
の
就
職

面
接
会
▼　

歳
以
下
対
象
～
実
践
！

３４

採
用
担
当
者
に
選
ば
れ
る
応
募
書
類

＆
面
接
対
策
講
座
▼
再
就
職
を
目
指

す　

～　

歳
女
性
対
象
「
女
性
再
就

２５

５０

職
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

　

い
ず
れ
も
b
l
東
京
し
ご
と
セ
ン

タ
ー
多
摩
（
緯　
・　

・
４
５
２
４
）

０４２
３２９

 
■
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
へ

▼
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を

発
送
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
７
月　

日
㈰
ま
で
で

３１

す
。
新
し
い
受
給
者
証
は
一
部
負
担

割
合
を
再
判
定
し
、
７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。
負
担
割
合
は
１
割
（
平

成　

年
４
月
か
ら
は
２
割
の
予
定
）

２４
ま
た
は
３
割
で
、
同
一
世
帯
に
平
成

　

年
度
住
民
税
課
税
標
準
額
が　

万

２３

１４５

円
以
上
の　

歳
以
上
の
国
保
被
保
険

７０

者
が
い
る
場
合
３
割
と
な
り
ま
す
。

▼
申
請
で
１
割
負
担
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す

　

申
請
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
へ
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。

f
①
同
一
世
帯
に　

歳
以
上　

歳
未

７０

７５

満
の
国
保
加
入
者
が
２
人
以
上
で
、

平
成　

年
中
の
収
入
金
額
の
合
計
額

２２

が　

万
円
未
満
、
１
人
の
場
合
は　

５２０

３８３

万
円
未
満
②
同
一
世
帯
に　

歳
以
上

７０

　

歳
未
満
の
国
保
加
入
者
が
１
人

７５で
、
住
民
税
課
税
標
準
額
が　

万
円

１４５

以
上
か
つ
収
入
金
額　

万
円
以
上
、

３８３

か
つ　

歳
到
達
で
国
保
か
ら
後
期
高

７５

齢
者
医
療
制
度
に
な
っ
た
方
を
含
め

た
収
入
金
額
の
合
計
額
が　

万
円
未

５２０

満
l
保
険
年
金
課
給
付
係

■
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
～
納
税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２３

納
税
通
知
書
を
７
月　

日
㈪
に
お
送

１１

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金

り
し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
会
計
の

健
全
化
を
目
指
し
て
、
平
成　

年
度

２３

か
ら
の
税
率
等
を
改
定
し
ま
し
た
。

主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等
お
よ

び
限
度
額
を
改
定

　

年
々
増
加
す
る
国
民
健
康
保
険
の

医
療
給
付
費
な
ど
の
支
払
い
の
た

め
、
保
険
税
の
改
定
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に

合
わ
せ
て
、
課
税
限
度
額
を
上
げ
ま

し
た
（
表
１
参
照
）。

▼
国
民
健
康
保
険
税
減
額
割
合
を
変

更
　

税
率
な
ど
の
改
定
に
合
わ
せ
て
、

低
所
得
の
ご
世
帯
の
軽
減
率
を
上
げ

ま
し
た
（
表
２
参
照
）。

▼
国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
課
税
額

は
、
①
所
得
割
額
②
資
産
割
額
③
均

等
割
額
④
平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
（
表
１
・
表
３
参
照
）。

　
　

歳
未
満
の
方
と　

歳
以
上
の
方

４０

６５

は
「
医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
」
を
、　

歳
以
上　

未
満
の

４０

６５

方
は
「
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
と
介
護
納
付
金
分
」
の
合

計
額
と
な
り
ま
す
（
表
３
参
照
）。

l
保
険
年
金
課
保
険
税
係

■
保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
お
支

払
い
の
方
は
、
第
１
期
納
期
限
は
８

月
１
日
㈪
で
す
。
ま
た
、
今
年
度
か

ら
「
全
納
納
付
書
」
の
取
り
扱
い
は

な
く
な
り
ま
し
た
。
全
納
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
１
～
９
期
の
納
付
書
を

ま
と
め
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

　

加
入
者
で
あ
る
世
帯
主
が　

歳
以

６５

上
で
、
一
定
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

世
帯
が
対
象
で
す
。
今
年
度
の
新
規

対
象
者
に
は
通
知
を
送
り
ま
し
た
。

ま
た
、
申
請
に
よ
り
、
年
金
天
引
き

か
ら
口
座
振
替
に
変
更
が
で
き
ま

す
。

▼
会
社
都
合
に
よ
る
離
職
者
の
保
険

税
減
額
に
つ
い
て

　

会
社
の
都
合
に
よ
る
離
職
で
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
が
減

額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
災
害
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
生

活
が
困
窮
し
た
時
は
ご
相
談
を

　

地
震
や
火
災
な
ど
の
災
害
に
あ
っ

た
時
、
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
保
険

税
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

l
保
険
年
金
課
保
険
税
係

■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ

▼
申
請
免
除
制
度

　

前
年
の
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主

の
所
得
に
基
づ
き
申
請
が
承
認
さ

れ
、
全
額
免
除
と
一
部
納
付
が
あ
り

ま
す
。
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間

は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
は

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
に
比

べ
て
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

同
居
の
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ

●国民健康保険税の計算方法（年間分） 表３
介護納付金分＝①＋②
（限度額１２万円）

後期高齢者支援金分＝①＋②
（限度額１４万円）

医療保険分＝①＋②＋③＋④
（限度額５１万円）

①所得割額：
所得に応じて計算する額（前年の総所
得金額−基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額：
所得に応じて計算する額（前年の総所得
金額−基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額：
所得に応じて計算する額（前年の総所得
金額−基礎控除３３万円）×４.８％

②資産割額：
固定資産税額に応じて計算する額（本年
度の固定資産税額）×１０％

②均等割額：（該当者の人数）
×１２,０００円

②均等割額：世帯の加入者に応じて計算
する額（加入者の人数）×６,０００円

③均等割額：世帯の加入者に応じて計算
する額（加入者の人数）×１８,６００円

④平等割額：１世帯あたり９,０００円

▲下垣光氏

ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人
お
よ
び
配

３０

偶
者
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下

の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
・
短
大
・
専
修
学
校
な
ど
に

通
っ
て
い
る
学
生
で
、
前
年
の
収
入

が
一
定
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
申
請
は
毎
年
必
要
で

す
。全
額
免
除
と
納
付
猶
予
は
、申
請

時
に
引
き
続
き
免
除
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、毎
年
の
申
請
は
不
要
で
す
。

承
認
期
間
は
、
免
除
と
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
が
７
月
～
平
成　

年
６

２４

月
、
学
生
納
付
特
例
制
度
は
４
月
～

平
成　

年
３
月
で
す
。　

２４

l
立
川
年
金
事
務
所
（
緯　

・　

・

０４２

５２３

０
３
５
２
）、市
保
険
年
金
課
年
金
係

●課税額の内訳 表１
平成２２年度平成２３年度内容区分
１００分の４１００分の４.８所得割

医療
保険分

１００分の１０１００分の１０資産割
　１４,４００円　１８,６００円均等割
　８,４００円　９,０００円平等割
５００,０００円５１０,０００円限度額
１００分の１１００分の１.２所得割

後期高齢者
支援金分 　４,８００円　６,０００円均等割

１３０,０００円１４０,０００円限度額
１００分の１１００分の１.２所得割

介護
納付金分 　１０,８００円　１２,０００円均等割

１００,０００円１２０,０００円限度額

●国民健康保険税減額割合 表２

２２年度２３年度総所得金額が下記の
基準を越えない世帯

６割７割３３万円

４割５割
３３万円＋

（２４万５千円×世帯主
を除く被保険者数）　

なし２割３３万円＋
（３５万円×被保険者数）




